
●満0歳から満18歳以下のお子様で

●ご家族が「給与」または「児童手当」をJA静岡市でお受け取りの方は

年 0.400％
< 適用金利 >

(税引前）

期間：2026年4月20日（月）～ 2027年3月31日（水）

●ご契約対象：下記①または②に該当の個人の方

①満０歳～満１８歳以下の個人※１で、同一世帯において当 JAで定期契約者の

児童手当の振込をご指定いただいている※２方

②満０歳～満１８歳以下の個人※１かつ、同一世帯において当 JAで給与振込を

ご指定いただいている※２方

◆預入金額：5万円以上500万円以下（契約者一人あたり最高500万円まで）

■預入期間：1年（自動継続）

▲継続方法：元金継続（利息取り扱い方法：口座振込）

★適用金利：預入時の適用金利０ .400％を満期日まで適用します

※１ ご契約はお子様名義のお口座に限ります。

※２ 新規に給与、児童手当をJA静岡市にてお受け取りいただく方も対象です。

※ 満期日前にご解約される場合、所定の中途解約利率により計算されます。

※ 取扱期間内でも、諸事情により条件の変更または商品の販売を終了させて頂く場合がございます。

※ 上乗せ金利は原則自動継続後も適用されますが、契約者が満１９歳になった場合は、自動継続が中断され

金利の上乗せも終了します。また、継続時において本商品の取扱いが終了している場合は、継続時におけ

る「スーパー定期（１年もの）」の店頭表示金利を適用します。

※ 期間の途中で児童手当または給与のお振込みが中止等となった場合は、次回満期日より、継続が中止となる場合がございます。

※ 詳細については商品概要説明書をご覧ください。

☺詳しくはお近くの支店窓口または渉外担当者までお気軽にお尋ねください☺


